
八 ヶ岳 自 然 クラブ会 則  

 

第 1 条（名称） 

 本会は、八ヶ岳自然クラブ（以下会という）と称する。 

 

第 2 条（目的） 

本 会 は八 ヶ岳 南 麓 の豊 かな自 然 の中 で生 息 する動 植 物 の観 察 をベースに、その生

態系の調 査・保 護 、また、地域 一 帯の自 然環 境の保全 、そして何より自然を楽しむこ

とを目的とする。 

 

第 3 条 （所 在 地 ） 

本 会 の所 在 地 は事 務 局 宅 に置 く。  

 

第 4 条（会員） 

本会は第 2 条の目的に賛同し活動を共にする方々をもって構成する。 

 

第 5 条（活動） 

本会は、第 2 条の目的達成のため次の活動を行う。 

1．自然観察会（随時） 

自然観察に精通した会員や外部講師を招き、自然の解説をする。 

また、自然観察会の時には清掃活動も行う。 

2．調査・保護活動 

八ヶ岳南麓の動植物の生態調査及び、保護活動を行う。 

3．講演会 

外部講師等の専門家を招き、会員の自然に対する知識を深める。 

4．その他本会の目的に合致する活動を行う。 

 

第 6 条（運営委員会） 

1．運営委員会の構成 

運営委員及び運営委員会で必要と認めた会員 

2．運営委員会の役割 

＊ 観察会・講演会その他の活動の企画を討議し、決定する。 

＊ 調査・保護活動の企画・進捗状況の確認 

＊ その他重要案件の討議 

 

 

第 7 条（運営委員の選任） 

運営委員は会員の中から推挙し、後日総会の承認を得るものとする。 

 

第 8 条（運営委員の任期） 

運営委員の任期は 2 年とするが再任は妨げない。 

 

 



 

第 9 条（運営委員の役割） 

運営委員会では次の役割を分担、合議で運用する。 

一部役割は各「運営委員」の専任となる場合もある。 

1．代表  会を代表し、会を総括する。 

2．会計   会の会計を処理する。 

3．事務局  会の業務を遂行する。 

 

第 10 条（運営委員の交通費支給） 

  月 1 回 の運 営委 員会 の出 席等 の交 通費 及び事 務費 用として、運 営委 員に会 計 年

度 5,000 円(交通費 3,000 円、事務費用 2000 円）を支給する。 

 

第 11 条（会計監査） 

会の会計を監査し、総会で監査結果を報告する。 

人数は 2 名以内とし、会員の中から推挙する。 

任期は 2 年とするが再任は妨げない。 

 

第 12 条 （顧 問 ） 

本 会 には顧 問 を 若 干 名 置 くこ と が出 来 る。  

顧 問 は 運 営 委 員 会 か ら の 要 請 に 基 づ い て 本 会 の 運 営 に か か わ る 助 言 を 行

う 。 

 

第 13 条（総会） 

1．総 会 は年  1 回 開 催 し、活 動 報 告 ・決 算 報 告 ・監 査 報 告 ・活 動 計 画 ・予 算  計 画

及び運営委員の承認、その他会の大綱を審議し、決定等を行う。  

2．総会は運営委員会がこれを召集する。  

3．議案は出席人数の過半数の賛成をもって可決とする。  

4．会の運 営 上 、緊 急 を要 する重 要 議 案 は、運 営 委 員 会 で審 議 決 定され、後 日 総 会

で報告されるものとする。 

 

第 14 条 （会 計 ） 

本 会 の 運 営 に 必 要 な 経 費 は 、 会 費 ・ 助 成 金 ・ 寄 付 金 ・ 活 動 に 伴 う 収 入 等 に

よって充 当 する 。  

 

第 15 条（会費・参加費）  

年会費は、メール会員：1,000 円、郵送会員：2,000 円とする。但し、1 月～3 月入会者の

会費は 500 円とする。  

参加費は、会員 500 円、一般 700 円とする。但し、外部講師への依頼、乗合、バスチャ

ーター等が必要の時は、実費を計算してその都度提示する。 

  



 

第 16 条（講師の謝礼） 

観察会・講演会等の講師の謝礼については、 

会員講師：半日 5,000 円、一日 10,000 円とする。 

外部講師：半日 10,000 円、一日 20,000 円を原則上限とする。 

 

第 17 条（会計年度） 

本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わる。  

 

第 18 条（会則の改定） 

  会則の改定は総会の承認を得るものとする。 

 

第 19 条（補則）  

本会はこの会 則に従 って実施される全 ての活動 中に発 生した怪我 、事 故 などの責任

を負わないものとする。 

 

第 20 条 （設 立 年 月 日 ） 

本 会 の設 立 年 月 日 は 2000 年 2 月 1 日 と する。 

 

第 21 条 （付 則 ） 

1．こ の会 則 は、200 1 年 4 月 1 日 より施 行 する。  

2．2005 年 4 月  1 日  一 部 改 訂  

3．2008 年 4 月  8 日  一 部 改 訂  

4 .  2 0 1 3 年 7 月 10 日  一 部 改 訂  

5．2023 年 4 月 20 日  一 部 改 訂  

6 .  2 0 2 4 年 4 月  3 日  一 部 改 訂  

 

  


